
他都県における統合・広域化の事例 

 
                                     

            
１ 事業体の概要 給水人口 337千人 

職員数  186人 
計画１日最大給水量 176千㎥/日 

 
２ 統合の流れ 
① 統合・広域化前の八戸地域における水道事業 

   昭和５０年代まで、３水道３企業団４簡易水道により給水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
② 八戸圏域水道企業団の設立 
・昭和６１年１月設立。同年３月事業認可 
・八戸市をはじめとする１市８町２村が、従来の水道事業を統合し、新たに「八戸圏域水道

企業団」を設立し水源の共同開発と合理的な経営を図る。 
・構成市町村：１市８町２村（八戸市、百石町、六戸町、下田町、三戸町、南部町、名川町、

福地村、五戸町、階上町、南郷村） 
 
 
 

 
     
                
 
 
 
 
 
 
 

事例１ 八戸圏域水道企業団（青森県） 
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     八戸圏域水道企業団 

       用水供給から末端給水まで 

 
八戸市、百石町、六戸町、下田

町、三戸町、南部町、名川町、

福地村、五戸町、階上町、南郷

村 
 

S13創設 

S36創設 

S39創設 

S39創設 

S39創設 

S44創設 
S51～52創設 

S5７創設 

 
 

 

３ 統合の経緯 
① 昭和３０年代から５０年代にかけて、八戸圏域は、３水道３企業団４簡水が整備

されてきたが、農業水利権との調整、地下水位の低下、水質の悪化等の問題が生じ

ており、また、増大する水需要に対応するために、個々の市町村が単独で水源を確

保することは技術的・財政的に極めて困難な状況になってきた。 
② 昭和５０年の厚生省広域水道圏計画基本方針調査で八戸圏域がモデル調査地域に
指定された後、昭和５４年には「青森県水道整備基本構想」が策定された。こう

したことを背景に、塩素の共同購入・緊急時相互応援体制の整備・水質検査体制

の整備・維持管理の有機的な一体化等を進めていった。 
③ 昭和６０年に青森県より八戸圏域広域的整備計画が提示され、当圏域内の１１市 
町村のそれぞれの既存水道事業を統合し、広域的水道事業によることとされた。 

④ 昭和６１年に八戸圏域水道企業団が設立許可され、事業開始した。 
 
４ 統合のメリット・デメリット（日本水道協会「広域水道事例集」(H12.12)から抜粋） 

項 目 メリット デメリット 
水源の共同開

発 
構成市町村単独での水源開発が

困難なとき、重複投資することな

く安定的かつ長期的水源を国庫

補助の導入により確保すること

が可能となる。 
 

ダム共同開発の大幅な遅れによる、建設コ

ストの上昇及びこのことに伴う構成市町

村の出資金の負担増の発生。 

未普及地域の

解消 
国庫補助の導入により計画的な

路線整備が促進され、未普及地域

の解消対策の強化が図られる。 

未普及地域が解消される反面、不採算路

線が発生し、投資効果が薄く、水道事業

経営を圧迫する要因となる。 
 

水道施設の整

備 
広域化に伴い圏域全体の水道施

設を統廃合することにより、水道

施設の有機的統一化が図られ、ま

た、施設の管理水準の高度化が促

進される。 

町村のパイプ等水道施設が脆弱である

ため、その改良工事に多大な費用を要

し、結果的に水道料金の高騰化を招く恐

れがある。 
 

料金の平準化 統一料金の設定により、構成市町

村間の料金の格差是正が図られ、

同時に給水サービスの均一化が

容易となる。 

水道料金の平準化により、一部地域の住

民から水道料金が高くなったという苦

情の発生。 
 

経営基盤の強

化 
統一料金の設定により、事業の収

支の均衡が図られ、円滑な給水サ

ービス体制が確立される。 

市町村からは、国庫補助に対応した出資

金があるが、従来の一般会計からの財政

援助は得られない。 

 

資料３



 
                           
 
１ 事業体の概要 給水人口 126千人 

職員数    59人 
計画１日最大給水量 55千m3/日 

 
２ 統合化の流れ 
① 広域化前の佐賀県東部地域の水道事業 
昭和４０年代まで１市１１町１村により各市町村が水道事業を経営 
（水源：地下水） 

 
 
 
 
 
② 佐賀東部水道企業団の設立、用水供給事業の創始 

 
 

 
 

③ 水道事業の展開 
 

               s 
 
 
  

 
 
④ 用水供給事業開始      

 
 

（用水供給事業） 
 
 
                        
⑤ 残りの５町の水道事業を統合 

 
 
 

（用水供給事業） 
 
 
 

事例２ 佐賀東部水道企業団（佐賀県） 
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佐賀東部水道企業団 昭和５６年１月  

 
              水道事業認可 

（水道事業）  
神崎町、三田川町、三根町、中原町、北茂安町、 
東脊振村、上峰町 （７町村） 

 

佐賀東部水道企業団 昭和６０年２月  
          用水供給一部開始 
（用水供給事業 ＋ 水道事業） 
神崎町、三田川町、東脊振村、中原町、北茂安町、

三根町、上峰町（７町村） 
千代田町 

佐賀東部水道企業団 平成６年４月 

 
      残り５町の水道事業統合 

（用水供給事業 ＋ 水道事業） 
（諸富町、川副町、東与賀町、神崎町、 
千代田町、三田川町、東脊振村、基山町、中原町、

北茂安町、三根町、上峰町）（１２町村） 

佐賀市 

佐賀東部水道企業団（用水供給事業） 
昭和５０年４月 設立 （１市１１町１村） 
昭和５１年８月 用水供給事業認可 

３ 統合の経緯 
① 佐賀東部地区においては、従来から水源のほとんどを地下水に依存してきたが、

過剰揚水による地盤沈下や水量不足、水質の悪化等の諸問題から新たな水源の確保

の必要性にせまられた。 
② そこで用水供給事業を目的として筑後川に水源を求め、昭和５０年に一部事務組 
合方式の佐賀東部水道企業団が設立された。 

③ 筑後大堰の建設の遅れ等で用水供給事業の一部供用が遅れた。また、一部の受水 
市町村においては、技術者の確保や財源等の問題から施設整備が進まなかったこと

から、これら７町村の水道事業を統合し、企業団が経営することとなった。 
④ 昭和６０年に一部地域への供用を開始し、平成７年度までに関係町村すべてへの

供用が終了した。 
 
４ 統合のメリット・デメリット（日本水道協会「広域水道事例集」(H12.12)より抜粋）   

項 目 メリット デメリット 
水源の共同開

発 
1)共同開発により安定的で長期的な計画の策
定が可能となり、重複投資の回避ができた。 
2)当初、料金制度については市町村毎の水利
権量を基礎とする責任水量制としていたが、

域内の水源水量を一元的なものとする協定水

量制料金に改めたことから水の相互運用が可

能となった。 

水源開発の大規模化と長期

化による先行投資の増大及

び既存水源の抑制。 
 

未普及地域の

解消 
安定水源の確保と計画的な管網整備による未

普及地域の解消が可能となり、社会的な公平

の確保が図られた。 

不採算地域への給水に伴う

費用の増大。 
 

水道施設の整

備 
広域化により重複投資の回避ができ、計画的、

効率的な施設整備が図れた。 
既存の施設が脆弱であった

ため、建設費、改良費が増

大。 
料金の平準化 経営の一元化及び効率化による料金抑制に伴

い、格差料金是正の環境が整い、平成７年に

水道事業１２町村の料金統一を実施した。 

 

経営基盤の強

化 
投資効率のアップによる経営の安定、専門技

術者の確保による施設管理水準の高度化、業

務の効率的運営等が図れた。 

先行投資的費用、維持管理

費用増加。 
 

 



 
  
         
１ 事業体の概要  給水人口 6,910千人 

職員数  351人（水道事業職員） 
計画１日最大給水量 2,443千m3/日 

 
２ 統合の流れ 
① 県営用水供給事業の創設 
昭和４０年代以降、県営で、中央第一、東部第一、西部第一 の各水道

用水供給事業を創設 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 県営用水供給の拡張・一部統合 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 県営水道用水の統合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例３ 埼玉県企業局 

中央第一水道用水供給

事業 
（川口市、蕨市、戸田町、

鳩ヶ谷市、埼玉県南水道企

業団） 

東部第一水道用水供給

事業 
（岩槻市、春日部市、草加

市、八潮市、三郷市、吉

川町、庄和町、越谷松伏

水道企業団） 

広域第一水道用水供給事業 
へ統合（昭和５３年） 

  

西部第一水道用水供給事

業 
（川越市、所沢市、狭山市、

入間市、朝霞市、志木市、新

座市、和光市、上福岡市、富

士見市、大井町、三芳町） 

中央第一水道用水供給事業 
東部第一水道用水供給事業 
西部第一水道用水供給事業 

広域第二水道用水供給事業 
      創設（昭和５２年） 
（熊谷市、行田市、加須市、東松山

市、羽生市、鴻巣市、上尾市、久喜

市、蓮田市、伊奈町、吹上町、滑川

村、川島町、吉見町、鳩山町、大里

村、騎西町、南河原村、川里村、大

利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、

栗橋町、鷲宮町、幸手町、杉戸町、

桶川北本水道企業団、坂戸鶴ヶ島水

道企業団） 

埼玉県営水道用水供給事業へ

統合（平成３年） 
 
 広域第一水道用水供給

事業 
広域第二水道用水供給

事業 

３ 統合の経緯 
① 昭和３０年代より飛躍的な水需要の伸びが地下水の過剰な汲み上げをもたらし、

県は地盤沈下の抑止と地下水源保全のための施策を迫られた。 
② 県は河川表流水利用による水道用水供給事業に踏み出し、昭和４０年代より中央 
第一、東部第一、西部第一及び広域第二と順次水道用水供給を展開した。 

③ その後さらに水需要が増大し水利権確保が必要となったが、それぞれの水道用水

供給事業が別々に暫定水利権を取得してこれに対処していく状態を余儀なくされ

ていた。また、建設年次の相違から生ずる給水料金の事業間格差の問題が顕在化し

た。 
④ そこで昭和５３年に、県は、施設の高度利用、水源の効率的運用、給水料金の均 
一化を目的として中央第一、東部第一及び西部第一の用水供給事業の既設の送水管

を連絡管で結び、３事業を統合（広域第一）した。 
⑤ さらに、平成３年に水道施設の合理的運用と水道用水の安定供給の確保を目的に

広域第一と広域第二の事業統合を行い、用水供給事業を一本化した。 
 
４ 統合のメリット・デメリット 

＊ 日本水道協会「広域水道事例集」(H12.12)・「埼玉水道長期ビジョン」から抜粋 

項 目 メリット デメリット 
水源の共同開

発 
水源開発の一元化により、水利権を計

画的に取得でき、効率的な配分を受け

ることができる。 

水道を一元化したことにより、渇

水時期等の異常時での影響が拡大

する。（危機の分散） 
未普及地域の

解消 
水源の一元化により、早期に水利権の

確保ができることにより、水の効率的

配分、重複投資の排除等が可能となる。 

建設地域の違いにより、一時的に

料金格差が生じる恐れがある。 
 

水道施設の整

備 
広域化することにより、緊急時に相互

融通ができ、また送水コントロールを

することで安定した水運用が可能とな

る。 

広域化させるには、それに伴った

施設が必要になり、建設費用がか

かる。また、管理区域の拡大によ

って、緊急時の迅速な対応が難し

くなる。 
料金の平準化 1)料金の地域間格差が解消され、料金

面でのサービスの均質化が図られる。 
2)料金の低廉化が可能となる場合もあ
る。 

地域によって建設費用が異なる場

合、料金を平準化すると費用負担

が公平でなくなる恐れがある。 
 

経営基盤の強

化 
1) 大規模化により事業効率の向上 
2) 財政基盤の強化による施設整備能
力の充実 

需要の少ない地域への給水コスト

がかかる。 
 

その他 広域化に伴い財政面でも規模拡大のメ

リットを受け、高度浄水処理の導入な

ど高額な投資を行うことが可能とな

る。 

 

 



 
 
 

１ 事業体の概要 給水人口 12,000千人 
職員数  5,315人 
計画１日最大給水量 6,000千m3/日 

 
２ 統合の流れ 
① 統合前 

   都が経営する２３区の水道と多摩地区の各市町村が行う水道事業の併存状況 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
                                    
② 多摩地区水道の都営一元化 
Ｓ４６「多摩地区水道事業の都営一元化基本計画」 

→ 多摩地区の水道事業を都の水道事業に吸収合併へ 
 

     
                                         

 
           S48.11統合  S49.6統合 Ｓ50.2統合  S50.9統合   S51.2統合 

                                     
                                       S52～H14統合 

 
 
③ 事務委託の解消 

H１５「多摩地区水道経営改善基本計画」 
       → 多摩地区の水道事業の事務委託を解消へ 
 
 
 
 
 
 

事例４ 東京都水道局 

都営水道 
（２３区） 

小平市 

狛江市 

小金井市 

東大和市 

武蔵村山市 

日野市 

東村山市 

保谷市 

多摩市 

稲城市 

瑞穂町 

町田市 

国分寺市 

国立市 

田無市 

福生市 

清瀬市 

府中市 

東久留米市 

秋川市 

八王子市 

日の出町 

青梅市 

立川市 

調布市 

多摩ニュー

タウン水道

事業 

五日市町 

都営水道 

三鷹市 

３ 統合の経緯 
① 多摩地区においては昭和３０年頃から急速に都市化が進み、水源の確保や料金・

普及率格差などの是正について強い要望があり、都が三多摩地区の水道事業を吸収

合併し、区部水道事業とともに一元的に経営することによって格差を解消していく

こととなった。 
② 昭和４６年に都が「多摩地区水道事業の都営一元化計画」を発表し、この計画に 
基づき、各市町からの統合の申出に応じ個別協議を進めてきた結果、現在、計画対

象２８市町のうち２５市町の水道事業が都営水道に統合されている。 
③ 統合された市町の水道業務のうち、都民に身近な業務（水道料金の徴収・小規模 
水道施設の維持管理等）は都水道局からその市町に事務委託されているため、市町

域にとらわれない利用者サービスの展開が困難になっている。そこで、平成１５年

に「多摩地区水道経営改善基本計画」が策定されて市町に対する事務委託の解消を

図ることとし、現在一部の市町については既に解消され、今後も順次事務委託の解

消が図られることとなっている。 
 
４ 統合の効果 （東京水道経営プラン２００４ 

Ⅲ経営プラン２００４の概要 １ 主要施策 

「多摩地区水道の広域的経営」より抜粋） 
項  目 内  容 

お客様センターの開設 受付業務や問い合わせ対応等を集中化した総合的な受
付センターを開設 

サービスステーション

の設置 
事務委託の解消にあわせ、お客さま対応の窓口である

サービスステーションを設置 

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

多摩水道料金等ネット

ワークシステムの導入 
最新情報に基づいた迅速なお客様対応を行うため、新

たな徴収システムを導入 
広域的施設整備の推進 地形特性や需要動向に合わせた広域的な施設整備を推

進し、市町域を越えたバックアップ機能を強化 
広域的運用体制の確立 施設管理の一元化及び運転管理の集中化を推進 

給
水
安
定
性
の
向
上 

事故時等における体制

強化 
施設管理拠点の設置により、事故時等の即応体制を強

化 

事業運営の統合化 各市町の事業運営を統合することにより簡素で効率的

な執行体制を構築 
効
率
的
な
事
業
運
営 

民間委託の推進 柔軟で効率的な事業運営を行うため、市町から移行さ

れる業務について包括的な民間委託を実施 

 


